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刷
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介
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山
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正
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胤
州
山
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物
品
白
崎
入
壮
白
斑
除
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附
す
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法
作
・
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林
回
大
防
組
合
組
問
・
相
川
企
部
制
金
を
郵
便
貯
金
に
振
舗

の
件

純
情
川
下
士

森県

耕:iE

本

庄

築

治

郎

吋

取

静

ム

H

i

l

t

f

 

小
川
一
唱
太
郎

沙

見

三

郎

耶巌

ア雨明マト~



苑

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
町
内
海
漣

設

第
一
一
十
一
巻

(
第
二
制

iL 

四
O 

日記--=目

安E

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
間
の
海
運

黒

正

巌

緒

百

鎌
倉
幕
府
が
樹
立
せ
ら
れ
て
以
来
、
四
百
年
の
間
我
園
の
政
治
組
地
で
あ
っ
た
地
方
分
繍
的
封
建
制
は
、
徳
川

氏
執
政
の
下
に
初
め
て
中
央
集
機
的
封
建
制
に
達
成

L
た
。
徳
川
幕
府
首
般
の
政
策
は
多
〈
保
守
退
嬰
的
に
し

τ、
特
に
各
藩
り
降
奥
品
目
展
を
旨
己

L
た
も
の
は
誠
に
稀
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
が
自
己
の
地
位
芯
権
勢
百
を
擁
護

せ
ん
が
錦
め
に
行
ひ

L
細
々
の
政
策
は
、
屡
々
多
大
の
弊
害
を
眼

t
た
場
合
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
之
を
日
本
閥
家

古
い
ふ
大
局
の
立
場
か
ら
翻
察
す
れ
ば
、
そ
れ
が
反
射
的
消
械
的
結
果
ご

L
て
各
務

ω経
横
的
援
肢
を
促
進
し
た

場
合
が
少
〈
な
い
。
例
へ
ば
か
の
懇
親
交
替
の
制
度
の
如
き
は
、
天
下
大
小
U
諸
侯
を
し
て
、
次
年
渇
嗣
恒

ω隅
h
司

よ
b
も
江
戸
に
上
ら
し
な
る
日
正
、
な
っ
た
が
錦
め
・
嘗
の
諸
快
は
勿
論
、
沿
道
の
諸
藩
は
貰
き
負
摺
に
苦
し

み
、
躯
て
闘
民
を
被
弊
せ
し
め
た
こ
ご
は
明
か
な
事
貨
で
あ
る
c

併
し
乍
ら
他
の
一
而
よ
b
見
れ
ば
、
之
が
矯
め

に
諸
般
の
交
通
機
関
は
次
第
、
し
整
備
し
、
従
て
従
来
経
済
的
政
治
的
に
一
濁
立
国

t
L
τ
孤
立
的
奴
践
に
在
h
し

本庄悼士、経済史研究三二九頁以下重静岡

鵡4同年士、日本組憐史ニセ頁一一ニO頁
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各
務
は
、
漸
〈
そ
の
面
白
を
一
新
し
、
流
通
経
済
は
未
曾
有
の
進
歩
を
遂
げ
、
日
本
会
圃
を
し
て
経
済
上
有
機
的

に
粕
合
せ
し
む
る
こ
正
、
な
り
、
同
民
経
済
成
立
の
溺
非
は
巴
に
徳
川
時
代
に
於
て
育
成
せ
広
れ
た
ご
い
っ
て
よ

い
。
殊
に
江
戸
大
阪
聞
の
経
隣
交
通
の
畿
達
は
最
も
設
目
に
儲
ひ
す
、
蓋
し
江
戸
は
政
治
上
の
中
心
に

L
て
貨
物

消
費
の
中
心
地
た
る
に
拘
は
ら
す
、
そ
の
ヒ
ン
タ

1
ラ
ン
ド
た
る
奥
羽
制
は
官
時
術
ほ
経
済
綾
遣
の
程
度
低
〈
、
政

治
的
都
市
の
高
備
な
る
需
要
を
充
た
す
べ
き
貨
物
を
こ
の
地
方
に
求
む
る
こ
ご
は
出
来
ぬ
。
然
る
仁
大
阪
は
閥
西

文
化
、
経
済
上
の
中
心
に
し
て
豊
営
な
る
西
闘
諸
藩
の
物
資
回
総
の
閲
鍵
を
握
っ
て
ゐ
花
。
こ
の
岡
者
が
先
づ
経

済
的
に
相
結
び
ぞ
の
聞
の
交
通
運
輸
の
後
遺
す
る
は
理
の
常
然
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
備
は
嘗
時
の
交
通
技
術
を
以

て
し
て
は
、
大
阪
江
戸
間
の
陪
路
は
僅
か
に
線
人
の
み
の
利
用
す
る
所
に
し
て
、
多
量
の
貨
物
を
輪
迭
す
る
じ
は

海
運
に
よ
る
の
外
な
か
っ
た
。
か
の
菱
垣
廻
舶
、
櫓
廻
般
及
び
番
舶
等
の
船
舶
の
脇
田
述
、
之
に
仲
ム
諸
利
の
問
屋

組
悼
の
畿
遣
の
如
き
は
、
嘗
時
の
江
戸
ご
大
阪
Z
の
経
済
上
の
地
位
井
び
に
そ
の
闘
係
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら

。
，、ノ

抑
も
交
通
の
本
質
た
る
や
、
人
古
人
ご
を
接
鮒
せ
し
め
、
地
正
地
ご
の
隔
を
紡
少
せ
し
む
る
も
の
な
る
が
放
に
、

徳
川
時
代
に
於
げ
る
交
通
の
溌
蓮
は
、
人
的
地
的
交
渉
を
深
か
ら

L
め
各
藩
の
間
に
そ
の
利
害
関
係
上
積
々
の
問

題
を
惹
起
せ

L
め
F
る
を
得
な
か
っ
た
。
議
に
於
て
幕
府
は
交
通
に
闘
L
・
殊
に
海
運
に
闘
し
一
1

一
般
的
原
則
的

規
準
を
奥
へ
、
円
面
に
於
て
各
務
の
利
害
闘
守
を
防
渇

L
、
他
面
に
於

τ交
通
の
利
便
ご
安
全
ご
を
精
進
し
よ
う

ど

L
た
。
開
背
藩
は
こ
の
一
般
的
規
準
の
範
園
内
に
於
て
の
み
遺
船
井

γ
運
総
交
通
の
自
由
を
有
し
た
。
郎
も
こ
の

幕
府
の
令
達
せ
る
規
準
は
、
今
日
謂
ふ
所
の
海
上
交
通
に
闘
す
る
閥
際
公
法
の
如
き
も
の
で
あ
る
G

各
藩
は
そ
れ

説

苑

四

細
川
時
代
岡
山
紅
戸
聞
の
海
運

第
二
十
一
巻

{
第
三
貌

九
=
一
)

判
刊
v
a
m
V

吋

d
H
?
ハ
r
f
l

i

-

-

6

1

l
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詑

苑

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
問
。
海
連

第

庇

第
二
イ
一
巻

九
四
)

四

ム
¥
自
己
特
有
の
経
済
事
情
に
適
合
し
た
政
策
施
設
を
行
っ
た
。
殊
に
大
藩
に
在

h
て
は
往
々
一
注
目
す
べ
き
経
済

施
設
を
有
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
今
日
迄
徳
川
時
代
の
経
済
史
又
は
そ
の
経
済
政
策
の
歴
史
Z
稗
せ
ら
る
、
も
の

は
、
多

C
徳
川
幕
府
の
施
設
、
徳
川
氏
直
簡
の
地
に
於
け
る
経
済
史
で
あ
る
。
厳
密
な
る
意
味
に
於
け
る
全
日
本

の
近
世
経
済
史
で
は
な
レ
。
各
務
の
経
済
史
が
完
成
百
れ
、
之
を
統
合
整
理
し
て
甫
め

τ徳
川
時
代
の
艦
務
史
は

完
旨
わ
け
で
あ
る
G

判
叫
が
本
文
を
稿
す
る
所
以
の
も
の
は
、
卸
も
そ
の
部
分
事
業
で
あ
h
、
叉
基
礎
づ
り
の
分
擦

で
ゐ
る
。
徳
川
幕
府
の
交
通
政
策
弁
に
大
阪
江
戸
間
の
海
運
に
閥
L
て
は
、
巳
に
先
輩
諸
氏
の
研
究
が
可
な
hd
多

f
世
に
現
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
救
え
て
之
を
論
じ
な
い
Q

私
は
一
専
ら
岡
山
藩
の
施
設
特
に
岡
山
江
戸
間
の
海
蓮
に

つ
き
で
考
察
す
る
。
蓋
L
之
を
詳
に
す
る
こ
芭
は
、
遠
〈
江
戸
を
離
れ
た
る
、
外
様
大
名
の
領
す
る
岡
山
藩
が
艇

臨
胴
上
如
何
な
る
閲
係
を
江
戸
に
劃
し
て
有

L
t
b
た
か
・
従

τ
亦
閥
西
の
諸
藩
が
江
戸
に
劃
Lτ
布
せ

L
経
携
関

係
を
類
推
す
る
こ

F
e得
る
の
み
な
ら
す
、
更
に
は
所
説
中
央
集
権
的
封
建
制
の
下
に
於
い
て
、
各
務
相
互
の
聞

及
び
各
務
E
幕
府
正
の
問
に
夜
っ
た
経
済
閥
係
を
明
に
す
る
の
一
途
に
な
る
芭
恩
ふ
か
ら
で
あ
る
。

江
戸
大
姐
舶
の
所
属

岡
山
藩
は
政
府
自
ら
船
舶
を
有

L
、
諮
舵
工
場
を
自
借
L
花
、
併
L
そ
の
目
的
は
多
量
の
貨
物
を
運
輸
す
る
ぜ

い
ふ
が
如
き
経
雄
胴
上
の
も
の
で
は
な
〈
、
寧
T

4

内
藩
主
及
び
藩
の
役
人
の
出
入
井
に
沿
海
警
備
の
如
、
き
非
岡
駅
構
胴
上

ω

目
的
に
供
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
っ
て
、
従
て
手
の
船
舶
の
多
数
は
客
船
で
ゐ
つ

τ、
荷
物
舶
は
去
の
数
も
少
〈
規

模
も
小
で
あ
っ
た
。
併
L
後
に
通
ぶ
る
如
〈
大
量
貨
物
運
廷
の
焼
防
務
自
ら

E
般
を
建
造
せ
ん
正
し
た
場
合
も
ゐ

" 

1!l 
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っ
た
が
、
原
則
ざ
し
て
は
民
間
の
交
通
蓮
織
は
勿
論
、
務
政
府
の
貨
物
の
轍
持
活
に
際
し
て
も
民
聞
の
般
及
び
務
外

の
般
舶
所
有
者
に
之
を
委
ね
た
。
岡
山
藩
が
江
戸
へ
貨
物
を
運
送
す
る
が
如
き
は
、
必
し
も
年
中
継
続
的
に
行
は

れ
た
の
で
も
な
〈
又
そ
の
分
量
も
多
大
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
重
要
的
度
は
大
阪
岡
山
聞
の
交
通
閥
係
の
比

で
は
な
い
。
殊
仁
運
途
中
の
事
故
に
基
〈
損
害
賠
償
の
問
題
に
つ
き
て
は
、
資
力
の
少
量
岡
山
藩
内
の
舶
去
は
充

分
に
そ
の
責
に
任
守
る
事
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
、
江
戸
大
廻

h
米
の
蓮
廷
の
如
き
危
険

ω大
な
る
も
の
は
、
さ

を
何
人
に
行
は
[
む
ぺ
き
か
に
つ
き
、
務
官
局
は
常
に
商
明
h
f
憎
ま

L
、
そ
の
方
策
は
始
終
盤
夏
さ
れ
て
ゐ
た
様
で

あ
る
。
或
は
民
聞
の
般
に
委
ね
、
戒
は
大
阪
鴻
池
の
持
舶
Z
契
約
を
す
る
な
い
己
色
々
ご
試
み
た
が
、
何
れ
も
一
一
長

一
短
が
ゐ
る
。
ぞ
こ
で
務
自
ら
荷
物
船
を
建
遣
し
大
廻
り
米
の
蓮
迭
を
同
替
す
る
に
如
か

?
z
の
議
を
森
宇
右
衛

門
が
畿
裳
し
た
。
彼
の
考
へ
で
は
務
は
年
々
多
大
の
米
穀
を
の
他
の
貨
物
を
江
戸
大
阪
へ
運
透
L
な
げ
れ
ば
な
ら

ぬ
。
然
る
に
之
を
民
間
の
般
や
資
本
家
の
般
に
よ
h
て
運
迭
す
る
時
は
常
仁
紛
議
を
生
中
る
か
ら
、
之
を
務
政
府

の
手
で
行
ひ
以
て
問
題
の
源
守
断
乎
フ

t
v
ふ
の
で
あ
る
。
松
島
兵
太
夫
な
る
者
が
こ
の
案
を
具
L
て
津
田
重
二

郎
に
示
L
、
津
田
は
之
を
評
定
所
に
於
て
諮
問
し
た
の
に
が
、
色
々
の
事
情
が
あ
っ
て
沙
汰
止
み

ε
な
っ
て
ゐ

た
。
然
る
に
森
竿
右
衛
門
は
夏
仁
詳
細
の
研
究
を
遂
げ
、
そ
の
献
策
の
有
利
な
る
こ
ど
を
力
説
し
た
、
卸
も
『
目
覚

文
七
年
の
多
よ
b
入
年
の
蒋
迄

ω上
、
り
米
又
は
大
廻
米
の
運
賃
を
計
算
し
た
る
に
、
加
子
育
人
を
召
抱
へ
二
人
扶

持
に
十
俵
宛
の
支
配
仁
積
一
り
こ
千
百
二
十
五
俵
、
而
て
去
多
よ
h
，
蛍
恭
迄
の
上
旬
米
大
廻
り
米

ω運
賃
二
千
二
百

九
十
ニ
俵
に
し
て
差
引
官
六
十
七
俵
を
依
す
、
故
に
荷
船
二
十
般
を
作
hJ
右
の
手
航
、
手
加
子
に
て
運
迭
す
る
時

は
銚
米
減
少
し
且
つ
備
般
等
に
よ
る
時
は
、
浦
加
子
卒
均
一
月
五
十
人
を
要
し
加
子
米
の
節
約
百
な
h
且
つ
増
加

設

施

徳
川
時
代
阿
山
江
戸
間
四
海
越

九
五

問
= 

第
二
十
一
審

{
第
二
鵠

4 

i
a
l
l
i
-
-

i
t
l
v
i
j
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1
1
1
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設

苑

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
間
目
指
誕

第
ニ
十
一
審

(
第
二
腕

九
六
)

四
回

せ
る
百
人
の
加
子
は
休
航
中
は
他

ω仕
事
を
な
さ

L
U
る
こ
子
炉
】
得
る
が
故
に
却

τ経
済
上
有
利
で
あ
る
」
ご
い

ふ
の
で
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
荷
船
二
十
隻

ω建
誌
に
は
少
〈
芭
も
銀
育
現
け
を
要
す
る
の
で
、
営
時
の
務

ω
財
政
は

之
を
許
さ
な
い
。
今
一
勝
調
査
す
る
の
必
要
あ
り
ご
し
舟
手
h
f
L
て
研
究
せ
し
む
る
事
正
な
っ
た
U

二
人
の
舟
奉

行
は
調
査
の
結
果
を
報
告
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
百
石
舟
二
十
、
加
子
百
人
、
杖
付
二
十
人
を
召
抱
へ
る
時

は
、
初
年
の
入
朋
銭
入
十
六
斑
目
鈴
、
調
丑
年
よ
り
年
々
の
修
繕
等
に
銀
十
二
貫
を
要
す
、
放
に
一
時
に
多
く
の
舶

を
抱
ら
す
L
て
現
存
の
荷
品
川
二
隻
ピ
他
に
二
三
隻
を
新
治
L
、
手
加
子
hfhL河
上
り
米
を
運
送
せ

L
め
そ
の
成
績

を
見
て
か
ら
事
業
の
傭
張
を
計
る
方
が
得
策
で
あ
る
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
っ
た
目
結
局
大
廻
り
米
に
つ
き
て
の
問
題

は
解
決
せ
ら
る
、
じ
至
ら
争
、
大
廻
り
米
の
迩
迭
は
依
然
ご
し
て
民
聞
の
舶
が
之
に
任
じ
て
ゐ
花
。
従
1
H附
米
仁

閲
し
て
前
に
問
題
を
惹
起
し
た
。
低
賓
四
年
に
王
ι
リ
大
廻
ム
リ
米
は
大
阪
崎
地
喜
右
衛
門
を
し
て
運
送
せ
し
め

τは

そ
の
試
み
ご
し
て
江
戸
務
邸
則
の
餅
米
や
運
迭
さ
せ
て
見
る
こ
と
、

L
た
叫
爾
来
務
め
大
畑

如
何
ご
の
議
超
h
、

恥
リ
米
は
鴻
地
舶
が
一
手
じ
引
き
う
り
、

客
、
米
穀
L
t

の
他

ω貨
物
を
運
送
し
て
ゐ
た
伎
で
ゐ
る
。

手
仁
濁
占
す
刊
に
及
び
て
弐
第
に
そ
の
弊
を
生
じ
た
も
の
ご
見
台
、
享
保
七
年
七
月
に
は
舟
奉
行
か
ら
次
の
如
量

逮
し
が
出
化
。

只
民
間
の
舶
は
補
助
的
の
地
位
に
立
ち
、

主
ご

L
て
大
阪
岡
山
間
の
乗

然
る
に
楠
油
舶
が
岡
山
滞
米
の
江
戸
向
運
迭
を
長
〈
一

江
戸
へ
大
畑
り
船
に
被
挫
御
米
向
後
は
鴻
池
船
と
棚
町
花
之
大
船
井
に
年
中
の
仰
拠
地
牛
分
地
二
三
年
之
中
も
御
積
せ
被
成
闘
方
之
棋
様
批
錨
に
被

成
其
白
以
後
心
構
は
V
A

其
'
同
削
下
知
有
之
磐
に
候
、
但
御
一
本
中
積
荷
足
賃
白
様
相
封
筒
様
に
先
頃
は
申
渡
快
得
共
銑
り
下
り
と
も
、
前
々
白
格
可
有

之
之
候
先
格
白
羽
に
急
度
可
申
付
候

?、

寛丈八年六月二十一目白評定留、

寛丈入隼七月三十一日評定制、

延質問年九月十日評指針、

松本氏所顧船子御仙師、
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右
に
よ
っ
て
大
廻
り
米
運
送
に
つ
き
潟
地
般
ご
務
内
の
民
般
己
の
利
害
得
失
を
試
み
た
る
に
、
後
者
の
方
が
何

か
の
駄
に
於
て
入
念
で
あ
る
こ
己
が
分
っ
た
の
で
、
享
保
入
年
六
月
の
遼
を
以
て
、
勝
来
、
大
廻
り
米
は
全
部
務

内
の
民
有
般
に
よ
る
こ
正
、
な
っ
た
。
之
が
原
則
正
な
っ
て
幕
末
に
至
っ
た
様
で
あ
る
。

運
送
者
の
損
害
賠
償

運
送
者
は
そ
の
逗
段
貨
物
に
損
害
を
加
へ
た
場
合
に
は
、
そ
の
荷
主
に
劃
し
て
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
携
し

た
。
葱
に
漣
ぷ
る
所
の
も
の
は
、
蛍
時
蓮
逢
貨
物
ご
し
て
数
量
よ
り
い
ふ
も
債
格
よ

h
見
る
も
重
要
の
地
位
を
占

め

T
居
た
所
の
米
穀
に
つ
い
て
し
V

あ
る
。

，q
、
損
害
賠
償
の
方
法
。
江
戸
へ
の
犬
廻
米
に
つ
き
で
は
、
依
託

Z
れ
た
米
が
岡
山
よ
h
江
戸
へ
至
る
聞
に
減

少
す
れ
ば
、
運
送
者
は
そ
の
迭
先
地
た
る
江
戸
に
於
て
、
減
少
し
た
丈
け
の
米
を
支
梯
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
o

併
し
之
は
舶
主
に
劃
し
て
甚
だ
苦
し
い
負
擦
で
あ
っ
た
。
毛
ニ
で
寛
文
人
年
六
月
に
そ
の
緩
和
策
を
講
じ
た
叩

舟
事
行
よ
り
白
申
立
に
よ
る
に
去
枕
上
9

白
江
戸
娼
来
五
千
二
百
五
十
古
礼
儀
町
船
阿
胞
に
積
越
し
右
白
内
に
て
欠
来
十
五
石
入
ヰ
ニ
升
八
音
、
金
に

し
て
参
拾
九
同
一
歩
と
銀
武
拾
九
鬼
三
分
、
此
分
船
頭
江
戸
に
て
排
L
候
は
大
分
自
儀
船
主
珠
の
外
迷
惑
仕
L
候
(
中
時
)
此
鹿
は
江
戸
に

τ排
出
さ

せ
候
館
者
無
用
に
日
米
自
高
U
A

は
北
白
相
場
具
に
寄
付
差
越
紋
様
南
部
二
郎
有
衛
門
へ
可
申
誼
其
上
に
て
食
議
に
及
点
可
き
旨
老
中
よ
り
旨
令

卸
も
船
主
は
欠
米
の
地
問
償
を
遊
先
地
た
る
江
戸
に

τ
Lない
V

で
、
蹄
闘
の
上
掛
同
時
の
米
田
慣
に
換
算
し
金
銭
に
よ

っ
て
損
害
を
賠
償
す
る

4
t
、
な
っ
た
。
然
る
に
歯
時
の
江
戸
相
場
な
る
も
の
が
必
し
も
磁
寅
に
分
ら
な
か
っ
た

£
見
え
、
船
主
は
館
闘
の
上
損
害
賠
償
に
附
し
相
場
を
誤
魔
化
さ
う
ご
し
た
場
合
も
あ
っ
た
山
叉
老
中
が
舶
奉
行

説

苑

他
川
時
時
間
山
江
戸
間
由
海
運

第
二

f
一
番

{
第
三
班

九
七
)

四
五

H 

l

y

 

J
I
l
1
1ー

寛文八年六月二十一日詳定留、
寛文九年十月三十一日、掴嗣
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R 

事t

苑

二
四
六

徳
川
叫
代
岡
山
江
戸
聞
の
栴
誕

第
二
イ
一
巻

(
第
二
概

九
八
)

に
謝
し
「
江
戸
大
廻
h
鋤
味
に
欠
を
立
総
蹄
御
蔵
へ
欠
米
を
返
上
候
に
は
江
戸
米
相
場
に
銀
を
差
上
候
様
に
可
申

付
旨
」
を
厳
達
し
て
ゐ
る
剖
ぞ
り
理
由
£
す
る
所
は
「
此
度
大
姐
ち
般
江
戸
に
て
米
に
欠
を
立
罷
蹄
御
裁
へ
米
に

て
欠
を
差
上
候
風
船
奉
行
共
不
存
跡
に
て
承
候
、
此
度
は
此
の
分
に
て
御
差
前
可
後
成
哉
、
御
法
は
江
戸
の
相
場

じ
銀
に

τ差
上
筈
に
候
、
米
に
て
指
上
候
は
v
江
戸
じ
て
高
値
に
米
-T
沸

ο御
闘
に
て
下
値
の
米
に
て
欠
を
排
候

て
は
盗
止
問
激
」
E
い
ふ
の
で
あ
る
。
而

τぞ
の
損
害
賠
償
履
行
の
期
限
は
蹄
闘
後
六
十
日
以
内
正
い
ふ
こ
ピ
に

な
っ
て
居
る
。

こ
り
損
害
賠
償
の
制
度
は
船
主
に
正

b
非
常
な
る
帯
痛
で
あ
っ
た
こ
正
は
い
ふ
迄
も
な
い
、
中
に
は
不
正
を
働

〈
輩
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
役
人
の
猪
疑
の
眼
に
映
予
る
殺
に
殺
祖
師
で
は
な
か
っ
た
ピ
思
ふ
o

成
者
は
損
害

を
賠
償
す
る
柏
崎
め
に
般
に
用
ふ
る
綱
や
碇
迄
を
安
〈
貰
h
掠
っ
た
ご
い
ふ
位
で
あ
る
。
殊
に
古
米
の
蓮
迭
に
附
し

τは
欠
米
は
一
屠
多
〈
、
船
主
の
負
携
は
盆
々
重
〈
な
る
の
で
、
箱
入
運
設

ω場
合
を
除
き
、
古
米
運
途
上
の
欠

米
は
そ
の
賠
償
義
務
が
な
い
こ
正
に
な
っ
た
。
従
来
巳
に
見
兎

ω制
あ
b
て
、
季
節
に
随
ム
欠
米
賠
償
の
額
を
考

量
L
負
描
聞
の
極
誠
を
計
っ
て
ゐ
た
が
定
法
で
は
な
〈
臨
時
的
の
も
の
で
あ
っ
た
様
に
考
へ
ら
れ
る
o
明
和
四
年
十

二
月
に
至

b
鬼
兎
の
定
法
を
布
き
「
秋
よ
ム
リ
翌
五
月
上
旬
迄
は
一
俵
に
つ
き
三
合
充
、
五
月
中
旬
よ
ち
夏
米
の
H
F

均

一
斗
の
内
二
合
充
」
は
欠
米
が
め
っ
て
も
賠
償

L
な
〈
て
も
よ
い
こ
吉
、
な
っ
た

U

こ
の
制
法
は
最
も
合
理
的
の

も
の
ご
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

ロ
、
欠
米
防
止
の
方
法
。
大
廻
h
米
蓮
途
中
欠
米
を
生
守
れ
ば
、
穴
ぜ
ひ
船
主
が
之
を
賠
償
す
る

t
L
τ
も、

隠
々
の
量
定
上
の
手
績
を
必
要
ピ
す
る
の
み
な
ら
す
、
江
戸
仁
於
て
そ
の
賠
償
を

L
な
レ
ニ
ピ
、
な
っ
て
ゐ
る
か

4 

>. 

寛丈丸年十月寸日類嗣

寛丈丸年十一月二十一日翻銅
明 fj.四年十アてH舟手桐法留
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ら
、
骨
同
局
の
不
便
不
利
は
い
ふ
迄
も
な
い
u
o

夏
に
蓮
途
者
の
側
よ
b
-
V
ふ
も
正
直
鄭
寧
に
蓮
迭
し
然
か
も
自
然
的

に
減
少
す
る
米
の
損
害
を
賠
償
す
る
こ
正
、
な
れ
ば
、
船
主
は
採
算
立
ち
難
〈
延
い
て
は
務
内
一
般
の
海
蓮
業
の

衰
微
を
来
す
に
至
る
。
そ
圃
回
で
船
主
共
は
大
廻
b
米
を
一
定
の
箱
に
入
れ
て
護
法
L
、
h
k

米
を
生
じ
た
場
合
の
量

定
の
紛
議
を
遊
〈
る
正
共
に
欠
米
を
出
来
る
丈
け
少
(
し
よ
う
さ
の
策
を
建
議

L
た。

江
戸
大
廻
り
樹
最
は
箱
入
米
被
遣
事

江
戸
大
姐
り
嗣
来
被
仰
付
紙
只
今
時
分
悪
政
桐
睡
候
に
付
升
白
請
受
鶴
市
事
迷
惑
に
奉
存
候
問
廻
し
俵
を
箱
入
に
被
錦
抑
制
其
火
攻
俸
に
醐
米
挽
申

様
に
破
仰
刊
候
は
L

其
手
本
来
よ
り
外
の
欠
は
船
頭
共
よ
り
差
上
可
申
候
、
左
様
に

t
被
錦
仰
付
候
樹
事
難
成
候
犠
に
御
座
候
は
為
抽
碩
加
子
由
貿

扶
持
方
油
々
へ
遺
仰
公
儀
様
よ
り
被
錦
仰
什
械
下
候
は
h

舟
同
機
は
柳
川
に
立
て
申
皮
奉
存
候
、
只
今
御
来
請
受
取
積
申
候
へ
は
江
戸
に
て
抑
申
時

分
も
悪
政
桐
臨
候
故
如
此
山
叩
上
候
、
上
乗
衆
御
乗
せ
被
偶
成
候
得
共
共
上
に
で
も
桐
有
趨
に
思
召
候
は
h

船
頭
加
子
共
に
如
何
様
誓
紙
に
で
も
可
被

伺
仰
刊
供
、
右
の
泊
如
何
様
井
被
錨
仰
付
被
下
候
は
る
難
布
可
事
存
候

宜
文
十
」
年
λ
月
十
日

日

u:; 

門

藤

争I

llii 

左

サー

窓

ホI

助

自11

却
も
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
定
の
箱
に
米
を
入
れ
お
き
こ
れ
を
標
準

E
L
τ
そ
の
減
少
の
度
を
考
量

L
欠
米
を
賠

償
L
ょ
う
。
若
L
こ
れ
が
許
苫
れ
ね
ば
、
舶
を
務
政
府
に
貸
L
村
々
の
舶
頭
加
子
は
何
等
賠
償
の
責
任
を
有
た
宇

只
車
に
拙
労
働
賃
銀
の
み
を
貰
っ
て
柑
培
法
に
従
事
し
よ
う
、
却
も
傭
舶
契
約
に
よ
ら
う
ご
ド
ふ
の
で
あ
る
。
そ
ニ
で

結
局
箱
入
標
準
米
の
制
を
用
ふ
る
・
』
正
に
な
り
た
。
併
L
蛍
局
は
術
ほ
猪
疑
の
念
を
有
L
、
「
箱
入
に
手
本
米
被
遺

儀
は
直
な
る
様
に
候
、
箱
入
に
て
も
火
に
ゐ
ぷ
る
な
と
仕
ご
承
候
、
然
れ
ど
も
毎
上
乗
杖
突
一
人
耳
目
紙
書
せ
遺
候

世

苑

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
間
自
梅
誕

第
二
寸
一
巷

(
第
二
腕

九
九
)

開
ーと

1

1

T

I

d
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-
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I
t
-
-



f
f
J
L
 

4

ト
1
1
l
i
l
t

1

1

1

1

1

1

!

q

 

l
i
l
i
-
-
i
j
i
l
l↑
i
l
l
i
l
i
-
-
-
1
l
 

説

要E

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
岡
田
梅
醤

第
こ
十
一
巻

(
第
二
親
一

O
Q
)

四
J、

得
者
左
川
崎
の
手
C
ら
ふ
は
成
問
敷
」

tτ
、
先
づ
試
験
的
に
二
一
隻

ω
加

ω
み
に
箱
入
米
の
制
を
賞
施
f
る
こ
さ

、
し
た
。

hrfLτ
寛
文
十
二
年
に
右
戸
一
人
の
船
主
が
、
箱
入
米
の
法
に
よ
っ
て
江
戸
大
廻
h
米
の
蓮
迭
を
試
み

た
が
、
そ
の
結
巣
は
弐

ω如
〈
で
あ
る
日

一
、
千
二
百
俵
、
但
L
三
ヰ
ニ
汁
入
、
一
俵
に
付
平
L
一
一
一
ヰ
ニ
升
=
一
合
五
勾
六
才

右
は
午
誌
村
助
=
一
郎
舟
に
積
廻
り

て
箱
入
米
廻
し

上
積
三
ヰ
ニ
升
じ
合
凹
司
、
中
=
一

4
ニ
升
四
合
大
司
、
下
一
一
一
斗
ニ
升
ニ
合
一
句
、
右
欠
米
平
L
一
依
に
付
回
告
八
匂
J

ハ
才

一
、
千
ニ
百
九
十
依
、
但
し
=
一
斗
ニ
升
入
、
一
俵
に
つ
き
=
一
司
三
升
三
合
λ
勾
丸
才

右
は
日
比
村
藤
左
衛
門
骨
に
積
抱
り

一
、
精
米
地
L

上
積
三
斗
ニ
升
八
告
ア
局
、
中
三
ヰ
一
-
升
六
合
二
サ
、
下
三
斗
ニ
叶
凶
骨
穴
h
J

、
右
欠
堆
平
L
一
依
に
付
三
合
ニ
勺
九
才

て
御
廻
L
一
保
に
付
平
L
=
一
ヰ
ニ
升
九
合
五
勺
穴
才

右
箱
入
自
'
R
4
4
平
し
三
令
、
惣
依
之
大
米
平
L
大
A
R
に
C
候
、
夏
米
は
惣
て
欠
立
候
巾
毎
桐
蔵
事
行
三
ヰ
ニ
升
の
外
は
三
分
一
且
兎
遣
す
向
に
候
大

舎
の
内
三
合
は
箱
入
白
欠
に
引
U
A

三
合
見
琵
に
仕
欠
な
し
民
可
被
仰
付
哉
と
何
れ
も
申
に
付
耳
の
遺
可
品
情
。

之
に
よ
っ
て
見
れ
ば
箱
入
米
の
方
が
減
少
量
が
少
い
の
は
事
賞
で
あ
り
、
運
送
成
積
は
良
好
で
あ
っ
た
ご
い
ふ

べ
き
で
ゐ
る
。
放
に
本
来
な
ら
ば
箱
米

ω減
少
量
ご
俵
米

ω減
少
量
正
の
差
三
合
の
欠
米
を
賠
償
す
る
の
義
務
が

ゐ
る
り
れ
ど
も
、
こ
の
際
特
仁
見
兎
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
を
宥
き
れ
た
。
蓋
L
夏
米
で
は
ゐ
っ
た
し
且
ウ
俵
に

τ

運
送
す
れ
ば
常
然
箱
入
米
よ

h
も
多
〈
共
米
を
生
十
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
仁
年
骨
盤
る
に
従
ひ
こ
の
箱
米
的
制

責主十一年ぺ月「日翻桐明掠祖師

寛止十二年七月六日江戸娼切手詰師錐
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14) 

リ伊~， ，，<"8，占:~:.;，;鳴惣嶋掛瑚鱒側欄醐



一
掴
耐
刊

M
い

uh--町

1
1
t
l
ド
ト
ぃ
ド

度
は
必
L
色
絡
調
的
に
正
確
な
標
準
ど
な
る
も
の
で
な
ィ
、
時
に
は
箱
米
の
方
が
俵
米
よ
h
も
多
〈
減
少
す
る
ご

い
ふ
場
合
が
屡
々
起
っ
て
来
セ
の
で
、
絡
に
延
賞
二
年
正
月
に
至
。
箱
米
の
制
を
底
止
す
る
こ
E
、
な
っ
た
凹
要

す
る
に
欠
米

ω防
過
及
び
之
に
よ
っ
て
生
す
る
椅
々
の
問
題
は
何
等
解
決
せ
ら
れ
争
、
或
は
務
内

ω
民
舶
に
命

じ
、
或
は
務
自
身
の
船
仁
よ
h
夏
仁
鴻
池
山
り
舟
さ
運
送
の
契
約
を
結
ぶ
等
、
時
に
感
じ
て
臨
機
の
所
置
を
ご
る
の

外
な
(
、
絡
に
箱
米
の
制
も
殺
呆
を
牧
む
る
こ
ど
な
(
し
て
了
っ
た
。

一ー
江
戸
岡
山
聞
の
運
賃

運
賃
の
麗
化
‘
運
賃
三
返
還
貨
物
の
債
格
芭
の
割
合
を
見
る
こ
ど
は
、
常
時
の
舶
主
投
に
水
夫
の
所
得
を
見
、

延
て
そ
の
生
括
的
放
を
察
す
る
の
好
資
料
で
あ
る
か
ら
、
今
煩
を
厭
は
中
之
を
示
L
て
見
ょ
う
o
而
て
蓮
縫
貨
物

中
の
首
位
を
占
む
る
米
穀
及
び
そ
の
他
の
貨
物
及
び
乗
客

ω運
賃

F
r別
記
し
て
考
察
す
る
で
あ
ら
う
。

ィ
、
米
品
担
叫
運
賃
。
宮
崎
の
運
賃
は
今
日
に
於
け
る
よ
b
も
一
一
府
屈
伸
性
に
富
み
米
償
り
援
動
に
感
じ
て
屡
々

高
低
し
た
様
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
時
に
は
米
償

ω高
低
を
論
普
A
V
強
制
的
に
運
賃
を
定
め
、
或
は
長
期
間
運
賃
を

改
め
な
か
っ
た
場
合
も
あ
る
。
且
つ
務
内
内
加
は
鴻
他
的
舶
よ

b
も
低
き
蓮
貨
を
強
制
さ
れ

τゐ
た
。
務
内
の
舶

は
補
地
般
よ
ち
も
紋
米
の
賠
償
そ
の
他
緊
急

ω場
合
に
は
稀
々
の
特
典
を
興
へ
ら
れ
て
ゐ
た
E
は
い
へ
、
運
賃
制

Z
Lて
そ
の
意
を
得
ゲ
る
所
で
あ
る
。

岡
山
器
庫
川
V

成
す
る
所
の
幅
四
編
巾
の
記
録
は
、
寛
文
九
年
十
一
月
十
日
の
運
賃
規
定
合
以
て
段
古
ご
す
、
之
に

よ
れ
ば
米
宵
石
に
付
銀
四
百
八
十
回

ω
定
で
あ
る
o

夏
に
常
十
年
七
月
二
十
一
日
に
は
.
米
岡
宮
崎
ピ
航
海
困
難
な

話

施

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
川
町
栴
誕

第
一
一
十
一
巷

(
第
二
統
一

C
ご

V'I 
え
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i
l
-
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ば){，

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
岡
田
海
運

第
二

t
一
巻

(
第
二
挽

。
} 

J1. 
O 

誌

苑

る
時
季
な
る
ど
に
よ
り
百
石
に
付
五
百
日
に
改
め
た
。
そ
の
後
米
倒
安
に
つ
れ
延
資
一
克
年

ω表
に
は
悶
百
六
十
日

に
低
下
し
た
が
、
加
持
が
窮
乏

L
た
の
で
五
月
三
日
に
は
四
百
八
十
日
に
引
上
げ
た
。
其
の
後
三
十
年
程
の
聞
は

米
毅
運
賃
に
閲
す
る
記
録
が
な
い
け
れ
Y
」
も
、
年
紀
不
詳
の
舟
手
御
法
留
に
よ
れ
ば
、
「
御
借
切
舟
御
米
相
場
六
十

日
位
の
時
は
石
に
付
五
匁
五
分
よ
b
ム
ハ
匁
迄
」
ご
あ
る
。
夏
に
下
っ
て
正
徳
五
年
十
一
月
、
舶
持
共
は
藩
鵬
仁
一
刷

出
で
、
鴻
池
に
劃
す
る
ぐ
同
一
率
の
運
賃
を
受
け
ん
こ
さ
を
要
求
L
た
の
で
、
柚
附
池
運
賃
を
規
定
L
之
よ
h
五
分

安
き
運
賃
を
支
梯
ふ
こ
吉
、
な
っ
た
。
従
て
以
前
は
鴻
池
運
賃
よ
り
も
五
分
よ
h
も
多
〈
下
値

ω運
賃
を
受
け

τ

ゐ
た
こ
ご
が
察
せ
ら
れ
る
。
補
池
の
蓬
質
表
は
弐
の
如
(
で
あ
る
。

一
、
米
相
場

五
十
目
よ
り
内
は

一
石
に
つ
昔

凹
匁
五
分

五
十
日
叫
上
六
十
九
匁
迄

炉j

五
埠
五
分

l司

七
十
日
以
上
九
十
匁
誼

同

ーヒ
量

同

両
日
以
上
百
二
十
九
匁
迄

同

-jι 
却

同

百
三
十
担
以
上

同

十
一
匁
宛

同

徳
川
時
代
の
水
酬
明
り
高
下
は
主

Z
Lで
供
給
関
係
に
基
き
年
の
豊
凶
に
よ
っ
て
高
低
の
度
が
著
し
か
っ
た
。
そ

れ
は
今
日
の
経
済
界
に
は
考
へ
ら
れ
な
い
所
で
あ
る
。
従
て
米
価
慣
ご
運
賃
芭
の
聞
に
一
定
の
比
率
を
激
定
し
て
お

イ
こ
芭
は
遁
宜
の
策
ご
い
w

ふ
べ
き
で
あ
る
。
右
の
蓮
賃
表
の
接
表
以
来
久

L
C蓬
貸
に
闘
す
る
記
録
が
な
い
。
思

ム
に
右
の
運
賃
率
に
よ
っ
た
も
の
一
T
あ
ら
弓
。
一
冗
文
四
年
九
月
の
大
廻
り
貨
物
運
賃
表
に
記
す
腕
は
、
米
一
石
に

つ
き
七
匁
人
分
七
厘
五
毛
ご
あ
る
凶
之
を
時
の
米
債
ご
比
較
す
る
に
、
右
正
徳
五
年
の
運
賃
率
正
大
差
な
〈
略
ぽ

Aド庄博士、協川幕府山米個調節附錐回0λ頁r~下
同年同月舟手御法留
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米
債
の
一
割
前
後
を
以
て
運
賃
ご
し
九
ょ
う
で
あ
る
。

目
、
乗
客
の
運
賃
。
江
戸
岡
山
聞
を
族
行
す
る
も
の
は
多
〈
陸
路
山
陽
道
東
海
道
に
由
っ
た
。
叉
時
に
は
岡
山

大
阪
聞
を
舟
に
由

h
、
東
海
道
を
徒
歩
又
は
駕
寵
仁
て
往
来
す
る
者
も
あ
っ
た
。
岡
山
江
戸
間
を
全
部
舟
に
て
往

還
す
る
が
如
き
は
到
底
普
通
人
の
な
I
得
F
る
所
で
あ
っ
た
。
従
て
乗
客
運
賃
に
閲
す
る
記
事
は
何
れ
も
囚
人
及

び
病
人
の
み
じ
就
T

V
あ
る
。
寛
文
頃
の
制
法
に
よ
れ
ば
、
そ
の
蓮
貨
は
次
の
如
〈
定
め
ら
れ
て
あ
る
。

四
人
運
賃

人

運
賃
ヨ
匁
宛

一
、
舟
獄
一
つ

同
上
三
乱

右
船
巾
に
て
相
果
候
簡
は
運
賃
無
之
紋
計
四
買
を
柿
下

病
人
組
賃

一
、
御
小
人

題
質
五
匁
充

一
、
制
足
師
以
上
位
自
分
誕
質
五
匁
克

一
、
囚
人
は
何
れ
に
土
、
b
f
御
辺
白
運
賃
五
匁
獄
貨
共

そ
の
後
一
元
織
十
五
年
五
月
十
入
日
に
は
布
の
運
賃
の
外
に
突
の
如
、
き
割
地
金
を
奥
ふ
る
こ
ご
を
定
め
た
。
即
も
、

一
、
一
人
よ
り
三
入
誼

一
、
四
人
よ
り
五
人
迄
三
百
疋

一
、
大
人
よ
り
八
人
迄
五
百
正

一
、
九
人
よ
P
十

人

迄

岡

大

百

足

但
L
十
人
以
上
位
前
へ
反
り
足
し
被
誼

金
子
二
百
正

i"J 同

第
三
十
一
巻

(
第
二
部

-o一三

設

苑

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
聞
の
海
運

五

舟手御法留年組不詳

舟手留幌
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詑

苑

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
聞
の
梅
謹

第
二
十
一
巻

第

披

O 
四

五:

て
制
家
中
家
来
は
其
由
主
人
よ
り
誕
賃
を
山
L
右
噌
金
子
は
御
定
白
羽
り
被
遺

術
は
文
化
五
年
六
月
の
記
事
に
よ
れ
ば
‘
病
人
及
び
舟
獄
入
同
人
の
扶
持
方
米
ご
し

τ
一
日
人
命
五
勺
宛
を
給

奥
し
、
御
扶
持
人
の
H
T
は
務
政
府
よ
か
碇
援
に
之
を
支
扮
ひ
、
家
中

ω家
来
に
つ
き
で
は
そ
の
主
人
又
は
各
自
の

負
捻
己
す
べ
き
旨
を
定
む
。
而

τ
こ
の
扶
持
方
米
は
之
を
銀
に
換
算

L
、
夏
期
に
は
三
十
日
分
、
冬
期
に
は
六
十

日
分
を
支
梯
ふ
こ
吉
、
し
た
出
葦
L
季
節
に
よ
b
航
海
の
日
歎
に
長
短
が
あ

h
、
食
物
の
消
費
に
増
減
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

A
、
一
般
貨
物
。
一
般
の
貨
物
の
運
賃
も
米
倶
の
高
低
仁
一
応
じ

τ麹
夏
す
る
を
原
則

t
L
た
o

只
訟
に
注
目
す

ぺ
き
は
、
岡
山
よ
h
江
戸
へ
廻
す
貨
物
の
運
賃
は
、
江
戸
よ
り
岡
山
へ
の
貨
物
運
賃
よ
h
も
著
L

(
高
率
で
あ
っ

た
こ
正
之
れ
で
ゐ
る
o

そ
は
何
の
理
由
に
基
〈
も
の
で
あ
る
か
明
で
な
い
け
れ
ど
も
、
江
芦
へ
の
貨
物
輸
出
奨
励

策
ご
も
見
ら
れ
る

L
、
叉
往
航
ピ
復
航
ど
の
聞
に
存
す
る
差
等
運
賃
の
原
則
を
無
意
識
的
に
質
行
し
た
も
の
ご
考

へ
る
こ
ど
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
真
仁
務
政
府
の
貨
物
正
家
中
の
貨
物
ご
の
聞
に
も
運
賃
に
差
等
を
設
り
た
。
商

人
の
貨
物
的
蓮
賃
は
市
場
の
気
配
に
よ
っ
て
之
を
定
U
る
こ
ご
か
原
則
ご
し
て
居
た
が
、
務
政
府
及
家
中
山
貨
物

運
賃

t
如
何
な
る
差
噂
が
ゐ
っ
た
か
を
創
る
こ
日
が
出
家
ぬ
の
は
甚

r遺
械
で
あ
る
。
左
に
務
政
府
及
び
家
中
の

貨
物
の
蓮
貨
表
を
、
年
次
的
に
紛
げ

τ見
ゃ
う
凶

帝
政
府
貨
判
由
選
賃

年
龍
平
静
記
制

延
寛
二
年
二
月
(
註
こ

一
元
文
四
年
九
月
(
註
二
)

控
一
俵
に
付

二
分
ニ
匝
宛
槍

十
筒
に
付
銀
一
匁
入
じ
在

舛
一
銭
に
付
=
一
分
三
国
噌

ムー.J!.!

艇

輯
留

問

手

手

舟
印
刷
舟

附
法
口

洋
日
嗣
λ

不
均
手
十

明
十
白
河
且

単
月

H
h

間
昭
二
九
畑
中

法
事
単
年
五

制
御
二
四
十

手
手
責
定
曲

舟
4
川
越
元
一
正
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20) 
21) 

明欄撫鵬榊・附



1初、

守

川

河

場

咽

F
4

重
荷
物
十
貰

鎌
一
事
二
五

但

L
民
牛
分

銀

匁

王

銀

一
匁
λ
七
五

個
荷
物
十
宵

銀

一

匁

五

O

向

上

銀

一
匁

E
C

同

匁

E 

嗣
荷
物
債
骨
の
穀

物
一
石
に
什

相
場
泊
十
匁

l
六
十
士
匁
詰

銀
宜
匁

土

~~ 

4守

長
さ
凹
悶

一
却
一

O

但

L
問
問
主
り
上
は
三
尺
に
付
一
分
哨

回
問
よ
り
内
位
牛
聞
に
付
一
分
減

家
中
貨
物
思
賃

延
由
日
二
年
二
月

元
錐
十

E
年
五
月

元
文
三
年
九
月

挫

能

組
エ
匁
六
二
五

草
荷
物
十
買
に
日

由4

一
匁

E
C

銀

一

姐

四

E

上
り
下
り
嗣
事

同

二
匁
一
七
五

中

荷

物

向
上

二
匁

0
0

同

一
匁
七

O

同

同

匁
五
五

O

大
腕
荷
物

向
上

一匁

0
0

同

ニ
匁
士
。

同

lsl 

同
匁

O

玉。

右
の
重
荷
物
轄
荷
物
ピ
稀
す
る
も
の
が
如
何
な
る
内
容
な
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
イ
家
具
そ
の
他
の
生

活
裏
口
聞
に
[
て
、
江
戸
に
販
寅
す
る
目
的
を
以
て
輪
還
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
忠
ふ
O

こ
の
外
に
も
松
板
石

材
の
運
賃
も
出

τ居
る
が
、
重
要
貨
物

t
せ
ら
れ

τゐ
な
、
論

争
に
記
苫
な
い
。
向
ほ
問
題
ご
す
ぺ
き
は
藩
政

府
の
職
活
貨
物
ピ

L
て
「
蝿
」
の
記
さ
れ
て
居
る
こ
ご
で
あ
る
。
勿
論
岡
山
務
政
府
が
果
し
て
年
々
捕
を
江
戸
へ
蓮

詑

苑

徳
川
時
代
間
山
江
戸
問
。
梅
謹

第
二
十
一
巻

へ
第
二
抵

-
O
五

E 

j
i
i
i
1
i
1
!
l
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説

苑

五
回

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
聞
の
海
迩

第
二
十
一
番

(
第
二
続
一

O
六
)

持
越
し
た
が
、
叉
其
の
数
量
が
幾
何
で
あ
っ
た
か
そ
明
か
に
す
る
こ
古
は
出
来
ぬ
が
、
か
の
岡
山
務
政
府
の
描
専
資

問
題
ご
何
等
か
の
閥
係
金
有
し
な
い
で
ゐ
ら
う
か
凶
ぞ
の
輸
な
せ
ら
る
、
所
の
雄
が
‘
岡
山
務

ω
江
戸
諸
役
人
の

み
に
供
給
せ
ら
れ
た
も
の
か
、
或
は
叉
江
戸
市
場
に
販
資
さ
れ
た
も
の
か
、
今
之

er詳
hr
に
す
る
こ
ご
は
由
来
ぬ

り
れ

Y
一
色
、
少

f
t
も
岡
山
務
が
多
量
の
捕
を
所
有
し
、
之
を
自
ら
蕗
H
T
し
て
ゐ
た
こ
ご
は
明
か
な
る
事
貸
で
あ

之
が
般
質
な
る
文
献
を
探
求
し
て
一
層
の
研
究
を
試
み
る
で
あ
ら
う
。

る
h
r
ら、

陸

従
事
は
誌
に
定
む
る
運
賃
に
主
っ
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
寛
文
九
年
よ
り
米
慣
が
下
落
し
た

ω
で
、
従
て
辺
貨
も
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
挺

に
延
賢
一
E
年
よ
り
米
倒
が
騰
貴
し
再
刊
日
従
前
週
り
の
謹
貨
と
な
っ
た
山
を
謹
質
表
に
附
記
し
て
あ
る
。

{
位
三
)

「
大
廻
運
賃
先
格
に
二
割
牛
柑
に
被
定
同
四
年
八
月
又
二
制
牛
柑
に
抽
下
都
合
宜
剖
柑
に
政
む
」
と
あ
る
か
ら
元
広
三
年
及
び
そ
の
以
前
白

運
賃
を
知
る
こ
と
が
山
車
る
。

-町、

t
乗
の
路
銀
。
鴻
池
般
ご
稽
す
る
も
り
は
、
鴻
池
な
る
資
本
家
が
舶
を
所
有
L
舶
来
世
傭
ふ
て
海
運
じ
従

事
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
加
主
ご
乗
組
員
正
内
聞
係
は
大
館
に
於
て
現
今
の
海
運
組
織
吉
岡
伎
で
あ
っ
た
。
併

L
乍
ら
岡
山
務
内
に
は
果
し
て
鴻
池
般
の
如
〈
、
船
主
t
乗
組
員
Z
が
別
人
で
ゐ
る
場
合
が
存
し
た
か
否
か
明
か

で
な
い
。
郎
も
所
調
帥
畑
頑
が
般

ω持
主
で
ゐ
h
一
家
#
骨
族
が
彼
を
助
り
て
航
海
し
た
も
の
か
、
或
は
船
主
は
一
の

資
本
家
正
[
て
多
〈
の
般
飛
を
雇
傭
し

τゐ
た
も
り
h
r
を
肝
究
す
る
を
要
す
。
者

L
後
者
の
場
合
ご
す
れ
ば
、
乗

組
員

ω勢
賃
が
幾
M
円
で
あ
っ
た
が
の
疑
問
を
生
す
る
が
、
鼎
削
減
乍
ら
之
を
朋
に
す
る

ω資
料
が
な
い
。
放
に
私
は

民
有
般
に
桑
組
む
者
の
労
賃
を
推
察
す
る
の
参
考
ご
し
て
落
政
府

ωぷ
和
人
の
路
銭
を
記

L
て
見
ょ
う
。
上
薬
草

稿
す
る
は
、
民
有
紛
が
江
戸
へ
大
廻
米
を
運
送
す
る
に
際
し
、
そ
の
乗
組
員
が
米
の
取
扱
を
粗
末
に
[
又
は
之
を

if 

炉
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瓶
取
L
、
延
い
て
後
来
品
開
米
に
閥
し
て
種
々
の
問
題
を
生
守
る
か
ら
、
乗
組
員
を
監
督
1
紛
議
を
未
然
に
防
止
L

ょ
う
さ
の
目
的
を
以
て
、
舵
手
の
役
人
殊
に
般
舶
現
業
員
を
民
舶
に
同
乗
せ
し
む
る
-
』
ご
で
あ
る
。
勝
手
の
現
業

a

員
は
勿
論
卒
素
よ
b
滞

ω給
奥
を
受
け
て
居
る
が
、
江
戸
へ
上
乗

Z
L
て
航
海
す
る
時
は
川
叫
に
上
乗
路
銭
を
支
給

き
れ
た
。
「
江
戸
大
廻
舟
上
乗
路
伎
の
古
法
」
ご
稽
す
る
も
の
に
肉
れ
ば
究
の
如
〈
で
ゐ
る
凶

* 
大

依

大
船
頭

、
事

明

小
帆
刑
碩

但
し
上
乗
に
乗
り
候
怖
は
大
船
頭
放
に
抽
下

銀

ー十

匁

柿t

属

但
し
上
粛
に
船
頭
不
被
遺
栂
取
上
乗
に
畢
候
時
は
三
十
日

銀

匁

E 

JJs 

子

但
L
迎
賃
船
に
糊
地
積
廻
候
時
上
莱
に
事
候
時
十
匁

絃
に
い
ふ
大
般
頭
、
小
船
頭
、
緯
獄
、
加
子
は
、
現
業
仁
従
事
す
る
舟
手
の
下
級
役
人
に
し
て
、
今
日
世
俗
に

諦
ふ
所
の
蜘
頭
や
水
夫
で
は
な
い
。
務
の
所
有
に
属
す
る
舶
の
航
海
に
際

Lτ
も
資
際
の
椅
取
ご
か
そ
の
他
の
勢

務
に
服
す
る
も
の
は
他
に
ゐ
っ
た
。
大
船
頭
以
下
の
現
業
役
人
は
監
督
者
正
し

τ乗
船
す
る
を
常
吉
し
た
。
江
戸

へ
の
海
運
に
際
L
て
は
・
そ
の
大
廻
b
舟
の
大
小
、
輸
送
貨
物
の
多
寡
髄
重
に
よ
っ
て
、
或
は
大
般
蔚
が
上
乗
E

l
て
出
張
す
る
こ
己
も
あ
っ
た
L
、
或
は
加
子
の
如
き
下
級
の
役
人
が
行
〈
場
合
も
ゐ
っ
た
。
併
[
運
賃
紬
卸
も

務
政
府
が
民
間
の
般
ご
蓮
途
契
約
を
結
び
、
所
定
の
蓮
賃
に
よ
っ

τ大
廻
h
の
貨
物
を
輸
送
す
る
所
の
蜘
り
上
乗

人
吉
し
て
は
、
大
般
頭
の
如
き
比
較
的
高
級
の
役
人
は
出
か
け
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
揖
取
叉
は
矢
倉
者
の
内
一

設

苑

他
川
時
代
阿
山
江
戸
岡
田
海
運

第
二
十
一
巻

{
第
二
鵠
一

O
七
)

E 
王

』
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-

h
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l

l
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設

要E

他
川
時
代
間
山
江
戸
間
四
海
運

第
二
十
一
幸

(
第
二
粧
一

O
入
)

人
を
減
遺
1
・
路
銭
ピ
し
て
銀
三
十
回
を
給
す
る
の
同
日
が
享
保
七
年

ω制
法
に
在
る
叫
本
来
柿
取
以
下
り
も
の
は

給
興
が
務
い
か
ら
、
毛
れ
が
江
戸
大
廻
舟
に
上
乗
正
し
て
数
十
日
の
問
、
家
居
な
レ
事
正
な
れ
ば
、
僅
か
銀
三

十
匁
位
の
路
銭
を
受
け
た
い
Y

け
で
は
・
家
に
留
る
妻
子
は
生
活
上
甚
ピ
困
難
を
戚
中
る
わ
け
で
ゐ
る
、
そ
ニ
で
享

司

保
七
年
十
月
以
来
は
、
浮
米
の
内
か
ら
米
二
俵
宛
を
家
族
留
守
手
嘗
ご
し
て
支
給
す
る
こ
吉
、
な
っ
た
叫

二
五
六

可侵士
iF口

百

岡
山
江
戸
間
の
海
運
に
閲
す
る
文
献
は
、
之
を
徳
川
時
代
金
期
に
一
旦
っ
て
求
む
る
こ
ご
は
由
来
ぬ
り
れ
H

と
も
、

以
上
の
記
述
に
よ
っ
て
岡
山
江
戸
間
の
海
運
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
酪
ぽ
明
か
に
し
た
芭
思
ふ
o

卸
も

賞
時
の
岡
山
江
戸
間
の
交
通
関
係
は
、

か
の
大
阪
江
戸
間
の
交
泌
芭
は
著
し
〈
そ
の
性
質
が
異
つ

τゐ
る
し
、
叉

大
阪
岡
山
間
り
そ
れ
ピ
も
大
に
趣
を
異
に
す
る
。
岡
山
滞
政
府
が
柿
々
の
施
設
を
用
ひ
て
、
岡
山
江
戸
間

ω海
運

を
行
ひ

L
所
以
の
も
の
は
、
多
〈
の
理
由
が
め
ら
う
。
例
へ
ば
蓬
法
貨
物
中
の
首
位
を
占
む
る
米
殺
の
如
、
き
は
、

江
戸
の
米
相
場
暴
騰
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
、
直
接
に
市
場
へ
供
給
す
る
の
目
的
を
以
て
進
主
総
設
せ
ら
れ
た
場
合
も

あ
ら
う
。
又
舗
の
蓮
迭
の
如
、
き
も
其
の
数
量
を
明
か
に
す
る
こ
ご
は
出
来
叫
付
れ
ど
も
、
之
は
恐
ら
f
市
場
供
給

の
縛
め
に
務
政
府
が
宜
接
に
運
送
し
販
賞
し
た
も
の
ご
思
は
る
。
併
し
乍
ら
江
戸
大
廻
米
な
る
も
の
は
主

Z
L
τ

江
戸
に
在
住
す
る
附
山
務
の
役
人
井
に
そ
の
家
族
の
扶
持
方
米
が
そ
の
大
部
分
を
占
晶
、
他
は
之
等
の
人
々
の
生

活
費
を
支
排
す
る
潟
め
に
一
一
概
の
貨
幣

t
L
て
運
送
せ
ら
れ
た
も
の
ピ
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

寛
文
年
度
以
来
、
津
田
永
忠
の
創
設
に
か
、
る
枇
倉
白
米
及
び
藩
の
利
貢
米
の
大
部
分
は
大
阪
の
戒
屋
敷
に
於

i
7
1
f
r
d
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て
責
捌
か
れ
た
。
沖
田
氷
忠
の
如
き
理
財
の
才
能
の
秀
ハ
ー
で
た
者
が
居
た
頃
は
、
江
戸
に
於
て
も
米
趣
版
責
上
の

投
機
を
計
書
し
た
事
を
想
像
し
得
な
い
こ

t
も
な
い
が
、
常
時
の
交
通
過
信
の
技
術
よ
'
り
す
る
も
亦
一
般
経
械
事

情
よ
b
す
る
も
、
そ
の
成
功
は
甚
だ
舞
束
な
い
w
も
の
豆
沼
は
ね
ば
な
ら
向
。
事
ろ
米
穀
取
引
及
び
金
融

ω機
闘
が

巳
に
相
官
の
進
歩
を
途
げ
て
居
た
大
阪
市
場
に
於
て
、
米
穀
及
び
そ
の
他
の
貨
物
を
虞
分
し
た
方
が
有
利
且
つ
安

全
で
あ
る
司
』
ご
は
、
何
人
も
思
ひ
至
る
所
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
大
阪
岡
山
聞
の
海
運
は
市
場
販
寅
上
の
運
送
t

u
ふ
べ
〈
、
岡
山
江
戸
間
の
海
運
は
自
己
消
費
上
の
漣
迭
を
主

Z
L市
場
販
寅
の
局
め
に
す
る
も
の
は
僅
か
に
附

随
的
立
義
を
有
す
る
に
す
ぎ
曲
。
備
は
一
』
の
貼
に
つ
き
て
は
運
送
貨
物
の
数
量
井
に
荷
類
に
つ
き
詳
細
な
る
比
較

研
究
を
な
す
の
必
要
が
あ
る
り
れ
ど
も
、
之
が
資
料
に
乏
し

f
僅
か
に
上
越
の
記
録
の
み
に
侠
っ
て
推
断
せ
ぎ
る

を
得
な
か
っ
た
の
は
甚

r遺
燭
ピ
す
る
。

之
を
要
す
る
に
、
徳
川
氏
の
中
央
集
権
的
封
建
制
に
よ
っ

τ、
日
本
金
闘
が
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
統
合
軍

一
化
せ
ら
れ
た
ぜ
は
い
い
へ
、
西
岡
の
諸
務
が
そ
の
江
戸
に
劃
す
る
閥
係
は
、
経
臨
倒
的
に
は
概
し
て
間
接
的
附
随
的

で
b
っ
た

ζ
z、
人
及
貨
物
の
移
動
閥
係
が
主
ピ
し
E
政
治
組
紘
に
基
〈
こ
E
却
も
、
各
滞
が
江
戸
に
貨
物
を
輸

送
す
る
は
を
の
江
戸
在
住
者
を
養
ム
得
的
で
ゐ
h
、
従
て
江
戸
よ
b
各
務
に
極
々
の
貨
物
が
移
入
せ
ら
る
、
が
如

、
き
は
極
的

τ少
(
、
会
(
江
戸
中
心
亨
一
義
の
一
方
的
経
済
関
係
で
あ
っ
た
二
ご
を
看
取
し
う
る
で
あ
ら
う
o

蓋
し

岡
山
務
の
如
き
大
部
に
し
て
且
つ
経
済
上
比
統
的
富
絡
で
あ
っ
た
も
の
で
す
ら
右
の
如
き
闘
係
に
在
っ
た
。
叉
蛍

時
の
交
通
技
術
及
び
政
治
組
織
の
下
に
在

h
τ
は
、
江
戸
正
面
圃
ぜ
の
経
済
的
交
通
の
数
川
市
を
允
分
に
皐
げ
る
ニ

ど
は
容
易
で
な
レ
。
そ
れ
は
純
米
の
如
き
運
透
上
の
多
大
の
損
失
、
運
賃
の
高
率
、
航
海
の
危
険
、
各
務
の
般
番

所
の
煩
累
等
に
よ
っ
て
推
察
す
る
こ
ご
が
出
来
る
で
あ
ら
う
o

説

苑

徳
川
時
代
阿
山
江
戸
間
目
指
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